
消費者憲章

携帯電話と健康問題について：
消費者の皆様に対するインフォメーション



はじめに
世界中の消費者の皆様が、友
人、家族そして職場との連絡
を維持するために携帯電話を
頼みの綱としています。携帯
電話の安全性に関しては消費
者の皆様の信頼できるもので
あり、また信頼できるものを
提供できなければならないは
ずです。

携帯電話製造業者フォーラ
ム[Mobile Manufacturers 
Forum (MM)]の会員全体で
、世界中の携帯電話売上の
80%以上を取り扱っており、
製品の安全性などを含め、消

費者の皆様のニーズとご期待
に沿える製品を提供するとい
う重大な責務があることを認
識しています。そのような責
務を果たすため、科学的根拠
に基いた安全性基準を業界と
して世界規模で推進し、また
その基になる科学知識を深め
るための独自の研究や携帯電
話に関する世間一般の理解を
深めるため活動しています。

この「基本原則の合意書」は
、MMF加盟の各社が製品に
関する消費者の皆様の疑問に
答えるためにすでに実行して
おり、また今後とも続けてい
く方針をまとめたものです。



MMF加盟のメーカー各社は、以下の原則を守るために専心する：

消費者に対し、正確な健康関連の情報を提供する

消費者に対し、追加情報を得るため政府や医療行政などの適切な団体を紹介する

高周波に対する暴露をさらに減らすことを希望する消費者は、世界保健機構
(WHO)その他の医療行政に相談することができる

消費者に対し、製品の高周波暴露ガイドライン準拠に関する情報を提供する

MMF加盟の各社は、MMFを通じて独自の科学的研究を支援する

独自の科学的研究の全ての結果は、審査員のいる科学雑誌に発表する

消費者は、それらの出版された科学論文を入手することができる

メーカー各社は、携帯電話ネットワーク・オペレータが消費者の質問に答えるた
めの助力をする

MMFは、関心事、疑問点、および必要な情報などについて消費者、政府および
医療行政と共に検討を続ける

メーカー各社は、独自にまたはMMFとして共同でこの基本原則の合意書に要約
された原則について話し合う

基本原則の合意書



消費者に対し、正確な健康関連の情報を提供する。
メーカー各社は、衛生・安全に関する情報をすでに取り扱い説明書やパンフレット、
ホームページなどの色々な形で提供しています。下記の事項について今後とも専心を
続けます：

取り扱い説明書に記載の衛生・安全に関する情報を定期的に見直す

提供する情報は、できるだけ簡単でわかりやすいものにする

各種言語で情報を提供する

MMF加盟のメーカー各社間での衛生・安全に関する説明の統一性を推進する

消費者に対し、追加情報を得るため政府や医療行政などの
適切な団体を紹介する

消費者の皆様が、健康問題に関する他の情報源を利用したいという意向を理解してい
ます。メーカー各社は以下の事項の達成に努めます：

消費者に対して、携帯電話と健康問題に関して医療関係の公共団体や政府組織の意見
を得る方法を提示する

適切な職業団体に対して、携帯電話と健康問題に関して医療関係の公共団体や政府組
織の意見を得る方法を提供するよう推進する

高周波に対する暴露をさらに減らすことを希望する消費者
は、世界保健機構(WHO)その他の医療行政に相談すること
ができる

消費者の皆様に対して携帯電話が科学的根拠に基いた公衆衛生を守るための安全基準
を満たしていることをお知らせしていますが、高周波に対する暴露をさらに減らすた
めの実際的な情報を臨む声がありますので、メーカー各社は以下の事項の達成に努め
ます：

世界保健機構(WHO)その他の保健機関の発行しているアドバイスを紹介する

注釈



消費者に対し、製品の高周波暴露ガイドライン準拠に関す
る情報を提供する

MMF加盟のメーカー各社は、携帯電話に関する特異的吸収率[Specific Absorption 
Rate (SAR)]の情報などを含め、製品の高周波暴露ガイドライン準拠に関する情報を提
供することに努力しています

2001年10月には、メーカー各社は新機種の携帯電話にSAR情報を含め始めました。そ
の他の現行製品ラインのSAR情報については、2002年3月末に完了予定で、各社のホ
ームページやその他の手段を通じて提供する努力が行なわれているところです。

メーカー各社は以下の事項の達成に努めます：

SARの定義が統一され、また実験条件下で試験されたそれぞれの携帯電話モデルに対
する最高SAR測定値が報告される形で、SAR情報を提供する

MMF加盟の各社は、MMFを通じて独自の科学的研究を支
援する

長年に亘り高周波の及ぼす影響については広範囲にわたって研究されてきました。ま
た国際的な専門家達によって、現在知られる限りの科学的根拠に基いて、国際推奨ガ
イドライン以下の高周波暴露が健康に有害な影響を及ぼすことは無いという結論が出
されていますが、携帯電話メーカー業界はこの課題について現在執り行なわれている
研究を今後も充分支援していきます。現在執り行なわれている研究が、専門の科学者
達や保健関連の公共機関が、携帯電話の安全性に関して公衆衛生の面からより決定的
な判断を下すのに役立つでしょう。

メーカー各社は以下の事項の達成に努めます：

世界保健機構(WHO)の設定した課題に沿った研究を支援する

各国政府や保健機関との共同研究への取り組みを支援する



独自の科学的研究の全ての結果は、審査委員のいる科学雑誌
に発表する

世界中の公衆衛生機関や科学専門家の委員会が利用できる総合的な科学データベース
の一部に全ての研究結果が取り込まれるよう、MMFは、独自の研究結果を審査員のい
る科学雑誌に出版することを支援します。

メーカー各社は以下の事項の達成に努めます：

独自の研究結果の全てを審査員のいる科学雑誌に出版することを推奨する

MMFのプロジェクトから出される全ての研究結果が、審査員のいる科学雑誌に出版で
きるよう努力する

消費者は、そられの出版された科学論文を入手することが
できる

携帯電話と健康問題に関連する疑問点に対する答えを消費者の皆様が自ら見つけるこ
とができるよう、消費者の皆様が研究結果にアクセスできるようにする事は研究を実
行することと同じくらい大切なことです。消費者の皆様が情報を利用できるよう、メ
ーカー各社は以下の事項の達成に努めます：

MMFのプロジェクトの一部として出される全ての研究結果が、審査員のいる科学雑誌
に出版できるよう努力する

公表された科学的研究結果が、消費者の利用できる形で提供されることを促進するよ
う、独立した第三者と共に尽力する

メーカー各社は、携帯電話ネットワーク・オペレータが消費者
の質問に答えるための助力をする

MMF加盟のメーカー各社は、携帯電話ネットワーク・オペレータの基地局資材も提供
しています。消費者の皆様から基地局資材に関する情報を求められることが頻繁にあ
ります、このことから、メーカー各社は以下の事項の達成に努めます：

携帯電話ネットワーク・オペレータと協力し、基地局および携帯電話機に関する消費

者からの質問に答えるための助力をする

この基本原則の合意書の要約された原則の中から、携帯電話ネットワーク・オペレー
タや関連業界に関連した原則を普及する努力をする



MMFは、関心事、疑問点、および必要な情報などについて
消費者、政府および医療行政と共に検討を続ける

この基本原則の合意書の適性を維持するため、関心事、疑問点、および必要な情報な
どについて、メーカー各社は消費者やその他の利害関係者と定期的に討議するよう努
力して行きます。

メーカー各社は以下の事項の達成に努めます：

消費者、政府および医療行政と定期的に相談し、関連事項に関する討論をする

消費者や利害関係者のフィードバックに対応し、情報プロダクトの再検討と改善に努
力する

メーカー各社は、独自にまたはMMFとして共同でこの基本
原則の合意書に要約された原則について話し合う

メーカー各社は、消費者、政府および医療行政の疑問点に対してこの業界がどのよう
に対応しているかを理解していただくために、この基本原則の合意書の存在を普及し
ていくことに尽力します。

メーカー各社は以下の事項の達成に努めます：

各国政府と協力し、こられの原則に関して関係者と話し合って行くための適切な方法
を検討する

関連する職業団体と協力し、これらの原則の存在を普及して行く
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この基本原則の合意書に概説された原則に関しての

詳細は下記までご連絡ください：

マイケル・ミリガン
事務総長
Mobile Manufacturers Forum
Diamant Building, 80 Blvd. A. Reyers
B-1030 Brussels Belgium

Telephone +32 2 706 8567
Facsimile +32 2 706 8569
Email michael.milligan@mmfai.org
Internet www.mmfai.org

詳細についての問い合せ

mailto:michael.milligan@mmfai.org
http://www.mmfai.org

